
井
戸
水
な
ど
の
水
道
水
以
外
の
水
を
使

用
し
て
、公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水

に
汚
水
を
流
す
場
合
に
は
、あ
ら
か
じ
め

市
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

す
で
に
届
出
を
し
て
い
る
方
も
、次
の

変
更
が
あ
る
場
合
は
市
へ
の
報
告
が
必
要

で
す
。

・井
戸
水
か
ら
水
道
水
へ
切
り
替
え
た
と

き・井
戸
水
を
使
用
す
る
箇
所
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き

・転
入
転
出
な
ど
で
使
用
人
数
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き

問
(市)
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係

下水道

井
戸
水
の
使
用・変
更
に
は
届
出
を

▲ホームページ
　はこちら

下水道

災
害
に
備
え
る
ト
イ
レ
対
策
を

市
で
は
、下
水
道
施
設
の
老
朽
化
対
策

や
耐
震
化
な
ど
、災
害
に
備
え
た
整
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

地
震
や
大
雨
な
ど
の
災
害
時
に
は
、下

水
道
が
使
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
た

め
、各
家
庭
で
も
事
前
の
備
え
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
家
庭
で
で
き
る
備
え

・災
害
時
は
、下
水
道
が
使
え
る
か
分

か
る
ま
で
水
洗
ト
イ
レ
を
使
わ
な
い

・水
洗
ト
イ
レ
を
使
え
な
い
場
合
の
対

応（
携
帯
用
ト
イ
レ
の
使
い
方
な
ど
）

を
家
族
で
確
認
し
て
お
く

・食
料
や
飲
料
水
と
あ
わ
せ
て
、家
族

の
人
数
や
想
定
日
数
に
応
じ
た
十
分

な
数
の
携
帯
用
ト
イ
レ
を
備
え
る

な
ど

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

問
(市)
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

下
水
道
に
危
険
物
や
有
害
な
も
の
が
流
れ
込
む

と
、異
臭
や
水
質
異
常
の
原
因
と
な
る
だ
け
で
な
く
、

火
災
や
爆
発
な
ど
の
思
わ
ぬ
大
事
故
を
起
こ
す
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

次
の
も
の
は
絶
対
に
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・ガ
ソ
リ
ン
、灯
油
、軽
油
な
ど
の
石
油
類

・シ
ン
ナ
ー
類

・手
指
消
毒
液
な
ど
の
ア
ル
コ
ー
ル
類

・殺
虫
剤
や
除
草
剤
な
ど
の
農
薬

問
(市)
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

下
水
道
に
危
険
物
や
有
害

な
も
の
を
流
さ
な
い
で

下水道

▲ホームページ
　はこちら

×

住
民
税
申
告
お
よ
び
確
定
申
告
の
受
付

を
市
役
所
3
階
み
っ
き
ぃ
ホ
ー
ル
で
合
同

開
催
し
ま
す
。

▼
期
間

2
月
9
日
㈪
〜
3
月
16
日
㈪

（
平
日
の
み
）
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

混
雑
状
況
で
早
め
に
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

●
譲
渡
所
得
・
贈
与
税
の
相
談
は
次
の

日
程
に
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
2
月
16
日
㈪
〜
20
日
㈮

　
　
3
月
3
日
㈫
〜
6
日
㈮
、13
日
㈮
、

16
日
㈪

▼
会
場

市
役
所

3
階
み
っ
き
ぃ
ホ
ー
ル

（
期
間
中
、三
木
税
務
署
内
に
相
談
会

場
は
あ
り
ま
せ
ん
）

▼
入
場
整
理
券

申
告
相
談
に
は
入
場
整

理
券
が
必
要
で
す
。
会
場
受
付
と
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」で

発
券
し
ま
す
。

●
L
I
N
E
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約

　
　
（
2
月
16
日
事
前
予
約
開
始
、確
定
申

告・住
民
税
申
告
い
ず
れ
に
も
使
用
可
）

　
　
①「
国
税
庁
」を
友
だ
ち
登
録

　
　
②
ト
ー
ク
ル
ー
ム
の
メ
ニ
ュ
ー
を
開
く

　
　
③「
確
定
申
告
相
談
の
申
込（
個
人
の

方
）」を
選
択

　
　
④「
申
し
込
む
」を
選
択
し
て
手
続
き

▼
持
ち
も
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
読
み
取
り

対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
パ
ス
ワ
ー
ド
2
種
類〔
署
名
用
パ
ス

ワ
ー
ド（
英
数
6
〜
16
文
字
）・
利
用
者

証
明
用
パ
ス
ワ
ー
ド（
数
字
4
桁
）〕

問  

·
三
木
税
務
署

☎
8
2ｰ

0
5
0
1

·
(市)
税
務
課
市
民
税
係

確
定
申
告
の
受
付
を
み
っ
き
ぃ
ホ
ー
ル
で
実
施

税申告

▲  LINE で「国
税庁」を友
だち追加

①マイナンバーカードの
　 電子証明書が失効している
　または有効期限切れ

② 電子証明書の有効期限内
だがパスワードが不明
またはロックされている

以下の場所でパスワードの再設定をしてください。

・ 市役所 3階市民課・吉川支所市民生活課（①②設定可。
手続きにはマイナンバーカードが必要。②の場合は本
人確認書類 1点も別途必要）
・コンビニなど（②のみ設定可）

▲設定できる端末の
あるコンビニなど
の一覧はこちら

▼ ▼

【注意】確定申告の前にマイナンバーカードの確認を！
問 (市)市民課 市民係

国民
年金

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は「
口
座
振
替
」で

国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
付

す
る
と
、金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
に
行
く
手
間
が
省
け
て
、納
め
忘

れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、前

納（
ま
と
め
て
前
払
い
）や
早
割
を
利
用
す

る
と
保
険
料
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。

▼
口
座
振
替
の
種
類

・
２
年
前
納

・
２
年
前
納（
４
月
開
始
）

　
　

4
月
分
か
ら
翌
々
年
の
３
月
分
ま

で
の
２
年
分
の
保
険
料
を
ま
と
め
て

前
払
い
す
る
方
法
で
す
。
２
年
前
納

と
２
年
前
納（
４
月
開
始
）の
い
ず
れ

か
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

な
お
、２
年
前
納（
４
月
開
始
）を

選
択
す
る
場
合
、申
出
書
を
２
月
末

日
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
に
提
出

（
必
着
）す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
１
年
前
納

　
　

４
月
分
か
ら
翌
年
の
３
月
分
ま
で

の
１
年
分
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
前

払
い
す
る
方
法
で
す
。

・
6
カ
月
前
納

　
　

４
月
分
か
ら
９
月
分
、10
月
分
か

ら
翌
年
の
３
月
分
ま
で
の
６
カ
月
分

の
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い
す
る

方
法
で
す
。

　
　

・当
月
末
振
替（
早
割
）

　
　

毎
月
の
保
険
料
を
納
付
期
限
よ
り

も
１
カ
月
早
く
振
替
す
る
方
法
で
す
。

・翌
月
末
振
替

　
　

毎
月
の
保
険
料
を
納
付
期
限
で
あ

る
納
付
対
象
月
の
翌
月
末
に
振
替
す

る
方
法
で
す（
割
引
な
し
）。

▼
申
請
方
法

【
書
面
で
申
請
】

　
　

身
分
証
明
書
と
銀
行
届
出
印
、基

礎
年
金
番
号
通
知
書
を
持
参
し
明
石

年
金
事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
の
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請
】

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
申
請

で
き
ま
す
。

　
　

な
お
、２
年
前
納
・
２
年
前
納（
４

月
開
始
）・
１
年
前
納
・
６
カ
月
前
納

を
選
択
す
る
場
合
は
初
回
振
替
日
に

よ
っ
て
初
回
の
振
替
対
象
期
間
が
異

な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問  

·
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

☎
0
5
7
0ｰ

0
5ｰ

1
1
6
5

·
明
石
年
金
事
務
所

        

☎
0
7
8ｰ

9
1
2ｰ

4
9
8
3

行政情報を随時掲載！ぜひご登録ください。
市ではSNSやスマートフォンアプリでイベント、季節
の見どころなど旬な情報や防災情報を発信します。
右記の2次元コードを読み取りアクセスしてください。

スマートフォンアプリをダ
ウンロードし、お住まいの
地域を「兵庫県三木市」に
設定するとスマートフォン
で広報みきが読めます。

▲ホームページ
　はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ
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人
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の
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募
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・
採
用

教
室
・
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み
っ
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ぃ
ナ
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催　
　
し

教
室
・
講
座

子
育
て

施　
　
設
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